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交通ルールの遵守・交通マナーの向上のお願い 

新千里東町地域自治協議会 

会長 小川浩一 

 

春陽の候、東町にお住まいのみなさまにおかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、新千里東町地域自治協議会では、再開発事業を契機に東町をより「住みやすく安心・安全なまち」

になることを目指して、近隣センター移転計画対策委員会にて協議を重ねておりますが、千里東町センタ

ー通り線（裏面、「位置図」参照。以下、「本件道路」という。）上における交通ルールの遵守並びに交

通マナーの向上についてのお願いを、近隣のみなさまへお知らせすることとなりました。下記事項につい

て、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

 

 

1. 本件道路は、道路交通法に基づき駐車禁止場所に指定されており、本件道路上に車両の駐車及び停車 

がなされた場合は、近隣のみなさまが日常生活をするうえで支障をきたし、危険性を伴う可能性がありま

すので、駐停車をしないよう心掛けましょう。 

2. 本件道路を自動車、バイク、原付バイクにて走行する場合は、本件道路を横断しようとする歩行者に十

分に注意を払い、一時停止や徐行運転など、安全運転を心掛けましょう。 

3. 本件道路を自転車にて走行する場合は、歩行者との交差に十分に注意して走行しましょう。 

歩道は歩行者優先です。交通安全に十分留意しましょう。 

4. また、歩行者が本件道路を横断する際には、横断歩道などを使用し、事故を未然に防ぐため、これを機

会に交通ルールの基本を再認識し、地域を挙げて交通ルールの遵守・交通マナーの向上に努め

安心・安全に暮らせるようにしましょう。 

➀の横断指導線内、②の横断歩道を利用し、事故を未然に防ぎましょう。 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 

新千里東町地域自治協議会 

Email: e-kyogikai@dk2.so-net.ne.jp 

TEL:06-6834-2999 

https://higashimachi.love/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒丸囲み内 
横断指導線 

黒丸囲み内 
既存横断歩道 

➀ 

② 


